
1 

 

経済財政運営と改革の基本方針2025 

～「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～

（抄） 

（令和７年６月 13日閣議決定） 

 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現      
 
１． 物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～ 

 

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行 

（略） 

地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高

等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカー17 の

育成に取り組むほか、医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料

負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引上げを始めとする処遇改善を進め

る。 

この他、（２）に記載する取組を含め、「中小企業・小規模事業者の賃金向

上推進５か年計画」5に基づく取組を進める。 

（略） 

 政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定め

る、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含め

た価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれ

に基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模

事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・Ｍ＆Ａ

に関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる

環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実

行する。 

（略） 

 

（２）三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し 

 

 

17 デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー。 

5 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」（令和７年６月 13 日閣議決定）。 
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（多様で柔軟な働き方の推進） 

短時間正社員を始めとする多様な正社員制度 21、勤務間インターバル制度の

導入促進、選択的週休３日制の普及、仕事と育児・介護の両立支援、全ての就

労困難者 22に届く就労支援に取り組む。 

（略） 

 

（個別業種における賃上げに向けた取組） 

（略） 

医療・介護・障害福祉の処遇改善について、過去の報酬改定等における取組

の効果を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。 

 

２．地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応 

 

（４）文化芸術・スポーツの振興 

 

（略） 

こどもや障害者の文化芸術鑑賞・体験機会の充実、方言の保存・継承の推進、

文字・活字文化の振興や「書店活性化プラン」54 の推進、デジタルアーカイブ

化に取り組む。北の丸公園の機能強化を通じ、最先端の科学技術や文化芸術の

発信拠点としての魅力を向上させる。 

（略） 

 

４．国民の安心・安全の確保 

 

（１）防災・減災・国土強靱化の推進 

 

（防災体制の抜本的強化） 

人命・人権最優先の防災立国を実現するため、政府の防災施策を俯瞰し、縦

割りを排した徹底的な事前防災の推進及び発災時・復旧復興期の対応の司令塔

とし、内閣直下で平時から政府全体の防災施策の実施をリードして加速する勧

告権等の権限を有する防災庁を 2026年度中に設置する。防災庁は、内閣総理大

臣を助ける専任の大臣を置き、大規模災害の発生時においても、初動時からの

災害の対応と、避難生活環境の改善、福祉支援の強化、地域の防災力強化、官

 

21 短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度など、勤務時間、勤務地、職種・職務等を限定した制度。 

22 生活困窮、障害、ひきこもり、疾病、刑務所出所者であること等により就労が困難な状況にある者。   

54 令和７年６月 10 日策定（経済産業省、中小企業庁、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務

局、公正取引委員会、文部科学省、文化庁、国土交通省）。 
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民連携、防災教育・啓発、人材育成・訓練、防災ＤＸ、ＡＩやロボティクスの

最先端技術を活用し災害現場で実働し得る救助ロボットなどの防災技術の研究

開発・国際展開等の事前防災の推進を並行・継続して実施できる十分な予算、

専門人材を含む人員・体制を確保する。地方の防災拠点についても、検討を進

める。 

 

（２）東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等 

 

（東日本大震災からの復興・再生） 

（略） 

地震・津波被災地域では、心のケア等の中長期的課題に政府全体の施策も活

用して対応する。国が前面に立って、原子力災害被災地域の復興・再生に取り

組む。福島第一原発の廃炉を安全かつ着実に進める。 

（略） 

 

（能登半島地震からの復旧・復興及び防災対策の推進等） 

（略） 

避難所環境の抜本的改善、衛生の確保に向け、発災時にトイレ、パーティシ

ョン、簡易ベッド、温かい食事、入浴設備を速やかに提供できるような地方公

共団体による資機材の備蓄への支援やプッシュ型支援の迅速化に向けた分散備

蓄、トレーラーハウス等の活用、洋式の快適トイレの推進、避難所となる学校

の空調整備など、事前防災の取組を推進する。保健医療福祉活動チームや学校

支援チーム等の体制整備・人材育成に取り組む。 

（略） 

 

（７）「誰一人取り残されない社会」の実現 

 

（共生・共助） 

国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する。全

国で必要な介護・福祉サービスを確保するため、外国人を含む人材確保対策を

進める。ヤングケアラー、ワーキングケアラーなど年代や就労の有無を問わず、

ケアラーへの地方公共団体の取組 182 を支援するとともに、ＮＰＯ等民間団体と

連携した若者支援を推進する。多世代参画の下、多様な主体が連携し地域社会

の課題解決に横断的に取り組むためのプラットフォーム 183 の構築や生活困窮者

自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する。 

 

182 障害や疾病等で援助が必要な家族等に援助を行うケアラーへの地方公共団体による支援等の取組。 

183 地域運営組織（ＲＭＯ：Region Management Organization）を含む。 
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貧困の連鎖を防ぐためのこどもの学習・生活支援や住まいと暮らしの安心を

確保する。 

（略） 

旧優生保護法補償金等支給法 184 に基づく補償金等を支給するとともに、「障

害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」185 に沿って、

障害の社会モデルの考え方に基づく施策を推進する。「障害者基本計画（第５

次）」186 に基づき、障害者差別の解消、ユニバーサルデザインのまちづくり 187

や心のバリアフリーの取組の推進、就労や地域生活の支援、アクセシビリティ

向上を促進する。 

（略） 

 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 
 
１．「経済・財政新生計画」の推進 

 

（「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針） 

（略） 

 予算編成においては、2027 年度までの間、骨太方針 2024 で示された歳出改

革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確

になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反

映する。とりわけ社会保障関係費 204 については、医療・介護等の現場の厳しい

現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、これまでの改革を通じた保険料負

担の抑制努力も継続しつつ、2025 年春季労使交渉における力強い賃上げの実現

や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種

の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。具体的には、高齢

化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に

相当する増加分を加算する。非社会保障関係費 205 及び地方財政についても、第

３章第４節「物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・

 

184 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律（令和６年法

律第 70 号）。 

185 令和６年 12 月 27 日障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部決定。 

186 令和５年３月 14 日閣議決定。 

187 駅におけるホームドアの整備等の交通分野、建築・施設分野のバリアフリー化。 

204 社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。 

205 令和７年度予算の非社会保障関係費は、近年の物価上昇率の変化を反映した令和６年度予算の増（＋

1,600 億円程度）と同 水準を維持しつつ、公務員人件費の増により実質的に目減りしないよう、相当額

（＋1,400 億円程度）を上乗せし、＋3,000 億 円程度とした。 
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物価動向等を適切に反映する。 

（略） 

 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 

 

（１）全世代型社会保障の構築 

（略） 

 医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、

人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必

要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継

続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025 年春季労使

交渉における力強い賃上げ 207 の実現や昨今の物価上昇による影響等について、

経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的

確な対応を行う。 

 このため、2024 年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把

握・検証し、2025 年末までに結論が得られるよう検討する。また、介護・障害

福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り

組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025 年末までに

結論が得られるよう検討する。また、事業者の経営形態やサービス内容に応じ

た効果的な対応を検討する。 

（略） 

 

（中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築） 

 現役世代が急速に減少し、高齢者数がピークを迎える 2040年頃を見据えた中

長期的な時間軸も視野に入れ、現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりな

く、能力に応じて負担し、個性を活かして支え合う「全世代型社会保障」の構

築が不可欠である。改革工程 213 を踏まえ、医療・介護ＤＸやＩＣＴ、介護テク

ノロジー、ロボット・デジタルの実装やデータの二次利用の促進、特定行為研

修を修了した看護師の活用、タスクシフト／シェアなど、医療・介護・障害福

祉分野の生産性向上・省力化を実現し、職員の負担軽減や資質向上につなげる

とともに、地域医療連携推進法人、社会福祉連携推進法人の活用や小規模事業

者のネットワーク構築による経営の協働化・大規模化や障害福祉サービスの地

域差の是正を進める。医療機関、介護施設、障害福祉サービス等事業者の経営

 

207 日本労働組合総連合会の集計によれば、現時点（第６回集計）で定期昇給を含む平均賃上げ率は

5.26％（うちベースアッ プ分のみで 3.71％）、組合員数 300 人未満の組合の平均賃上げ率は 4.70％（う

ちベースアップ分のみで 3.51％）となっている。 

213 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）。 
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情報の更なる見える化 214 を進める。医療・介護・障害福祉分野の不適切な人材

紹介の問題について実効性ある対策を講ずる。 

(略) 

 

（がん、循環器病等の疾患に応じた対策等） 

がん対策 220、循環器病対策 221、慢性腎臓病対策 222、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯ

ＰＤ）、慢性疼痛等の疾患に応じた対策、難病対策、移植医療対策 223、アレル

ギー対策 224、依存症対策、難聴対策（略）を推進する。 

 

214 経営情報の提出、分析及び公表の電子化を含む。 

220 「がん対策推進基本計画」（令和５年３月 28 日閣議決定）に基づく取組。 

221 「循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月 28 日閣議決定）に基づく取組。基盤整備及び研究推進

や、後遺症支援を含む。 

222 腎不全患者の緩和ケアを含む。 

223 イスタンブール宣言を踏まえた国内の臓器提供、臓器あっせんや移植実施の抜本的な体制整備を含む。 

224 アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎等を含む。）医療の均てん化促進等を含む。 


